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建設業における社会保険への加入の徹底に係る注意点 

及び相談体制の周知について 

 

 
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 
平素より本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 
さて、本会では平成 24 年 10 月に社会保険加入促進計画を策定し、社会保険

の加入を徹底することにより、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者

の排除に取り組み、建設産業の持続的な発展に必要な人材確保と事業者間の公

平で健全な競争環境の構築に努めてきたところです。 

 この度、国土交通省からは、社会保険等の未加入対策の目標年次の到来を控

え、社会保険加入の徹底を図るため、別添 1 の社会保険加入の徹底を図るにあ

たっての注意点及び別添 2 の全国社会保険労務士会連合会と連携した相談体制

について、改めて周知願いたい旨の依頼がありました。 
つきましては、ご多忙の折、恐縮ではございますが、貴協会会員企業の皆様

に対しまして、社会保険の加入に関する注意点等について周知いただきますよ

う、よろしくお願い申し上げます。  
  

（担当：労働部 長尾、又木） 














































